
施設園芸農家の皆様へ

令和４年産の施設園芸の加温用に購入した燃油に補助金を交付します

～ 八代市施設園芸燃油価格高騰対策支援事業 ～

※以下の要件を全て満たす方が対象です。
（１）市税の滞納がないこと
（２）八代市に住所を有していること
（３）農業用ハウスにおいて野菜、果樹、花きの生産を行う農業者

事業対象者

Ａ重油 ・ 灯油
※ただし、農業用ハウスの加温用のＡ重油・灯油に限ります。
（CO2発生装置に使用した灯油などは対象外です。）

対象となる油種

令和４年９月１日から令和５年３月３１日までの間に納品されたA重油・灯油

対象期間等

１リットル当たり５円
（例）対象期間内に40,000ℓ納品された場合：5円×40,000ℓ＝200,000円

補助金額

現在、調整中です。正式に決定後、改めてお知らせします。

申請方法・申請先

申請受付は、令和５年４月以降の予定です。正式に決定後、改めてお知らせします。

申請期間

八代市役所からのお知らせ

お問い合わせ先：八代市役所 農業振興課 ３３－８７５１

・・・ ・・
（予定）
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